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「芝草品質の改良方法」事件 

 

H26.9.24判決 知財高裁 平成 25年（行ケ）第 10255号 

拒絶審決取消請求事件：請求認容(審決取消) 

 

進歩性の判断に関する裁判例 

裁判例 

担当弁理士：光吉 利之 

  

 

 

 同じ材料を同じ手段、方法で用いているが、方法に関する機能的な発明特定事項が考慮され
て、新規性、進歩性が認められた事例。 

概要 

［特許請求の範囲］ 

【請求項１】 

 芝草の密度、均一性及び緑度を改良するためのフ

タロシアニンの使用方法であって、銅フタロシアニ

ンを含有する組成物の有効量を芝草に施用すること

を含み、ただし、（ｉ）該組成物は、亜リン酸もし

くはその塩、または亜リン酸のモノアルキルエステ

ルもしくはその塩の有効量を含まず、（ｉｉ）該組

成物は、有効量の金属エチレンビスジチオカーバメ

ート接触性殺菌剤を含まない、方法。 

 

［審決］ 

＜刊１、２発明との一致点と相違点＞ 

 一致点：銅フタロシアニンを含有する組成物の有

効量を芝草に施用する点。 

（一応の）相違点：刊１、２発明では「芝草の密

度」を改良するための使用として特定されていない

点。 

 

［争点］ 

＜取消事由１＞ 

 刊１発明に基づく新規性の判断誤り／「芝草の密

度、均一性及び緑度を改良」の意義について／新し

い用途を提供する点について 

＜取消事由２＞ 

 刊２発明に基づく新規性及び容易想到性の判断誤

り／フタロシアニンの用途について／新しい用途を

提供する点について 

 

［裁判所の判断］（筆者にて適宜要約、下線。） 

＜取消事由１＞ 

ア 「芝草の密度、均一性及び緑度を改良」の意義

について 

 本件審決は、・・・（略）・・・刊１発明の「均

一な緑色に着色」を本願発明の「均一性」及び「緑

度」に相当すると認定し、本願発明と刊１発明は、

芝草の均一性及び緑度を改良するためのフタロシア

ニンの使用方法である点で一致するとした。しかし

ながら、・・・（略）・・・、本願発明の「芝草の

密度、均一性及び緑度を改良する」とは、芝草に対

して生理的に働きかけて、芝草の品質を良くするこ

とを意味すると認められ、この点については、本願

明細書において、芝草の植物としての品質を生理的

に改良することがもっぱら記載され、着色などの人

工的な加工については記載されていないことからも

明らかである。 

 一方、・・・（略）・・・刊１発明の「芝生を全

体にきれいな緑色に着色」は、・・・（略）・・・

自然現象で薄茶色に変化する芝生を美しい緑に見せ

るために、緑色顔料又は青色顔料と黄色顔料の組み

合わせを含む着色剤を芝生の表面に散布して、全体

的に緑色を着けることを意味することは明らかであ

る。 

 そうすると、刊１発明・・・（略）・・・と、本

願発明の「芝草の均一性及び緑度を改良するための

フタロシアニンの使用方法」とでは、技術的意義が

異なることは明らかである。・・・（略）・・・以

上によれば、刊１発明と本願発明は「芝草の均一性

及び緑度を改良」する点で一致するとした上で、

「芝草の密度、均一性及び緑度を改良」の意義が３

つの要素のうちの少なくとも１つを改良することを

意図していると解釈し、本願発明と刊１発明とで実

質的な差異はないと判断した本件審決の認定判断に

は誤りがある。 

イ 「芝生の緑が常に美しい」ことの意義について 

 ・・・（略）・・・刊１発明でいう「芝生の緑が

常に美しい」ということが、芝草に対して生理的に

働きかけて、芝草の品質を良くすることを意味しな

いことは明らかである。本願発明と刊１発明に実質

的な差異がないということはできない。 

ウ 新しい用途を提供する点について 

 ・・・（略）・・・本願発明は「芝草の密度、均

一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使

用方法」であるから、「芝草の密度、均一性及び緑

度を改良するための」は、本願発明の用途を限定す

るための発明特定事項と解すべきであって、銅フタ

ロシアニンを含む組成物の有効量を芝生に施用する

という手段が同一であっても、この用途が、銅フタ

ロシアニンの未知の属性を見出し、新たな用途を提

供したといえるものであれば、本願発明が新規性を
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有するものと解される。・・・（略）・・・本願発

明における芝草の「密度」、「均一性」及び「緑

度」の内容は必ずしも一義的に明らかではないもの

の、本願発明は、刊１発明と同一であるということ

はできないものと認められる。  

 

＜取消事由２＞ 

ア 刊２発明におけるシアニングリーンの用途につ

いて 

 ・・・（略）・・・本件審決が根拠とする刊行物

２の記載についてみると、・・・（略）・・・実施

例１は緑色を保持していたのに対し、比較例１は色

が褪せて枯れ芝色に近い色となっていた。・・・

（略）・・・比較例１は、実施例と異なり、芝生に

対して生理作用を有さない着色剤として、それを具

体的に示すデータを伴って記載されたものと解され

る。・・・（略）・・・本件審決が刊行物２には、

「フタロシアニンを使用しない無処理の芝草に比べ

て、フタロシアニンを使用した比較例１の芝草の方

が、色褪せが少なく、枯れも少ないという作用ない

し効果が記載されている」とした認定には誤りがあ

り、それを前提とした新規性判断にも誤りがある。 

イ 新しい用途を提供する点について 

 刊２発明は、刊行物２に記載された発明と比較す

るために、むしろ成長調整剤としての効果を有しな

いものとして銅フタロシアニンを着色剤として用い

るものであって、刊行物２には、銅フタロシアニン

に成長調整剤としての効果があるという本願発明の

用途を示唆する記載は一切ない。 

（６） 容易想到性の判断誤りに対する判断 

 本件審決は、刊行物２、７、８及び周知例（甲１

０）を引用して、銅フタロシアニン等の青色顔料の

使用によって、芝草などの光合成をする植物の育成

促進効果や老化防止効果が得られることは、当業者

にとって技術常識となっていたと認められるから、

刊２発明の「シアニングリーン・・・を含む緑色着

色剤を高麗芝に散布処理する」という工程を含むこ

とにより、芝草の密度、均一性及び緑度を改良する

という作用効果が得られることは、当業者が容易に

予測可能なことである旨判断した。 

 しかしながら、・・・（略）・・・刊行物２にお

いては、むしろ銅フタロシアニンは芝草に対する生

理作用を有さないものとして記載されているのであ

るから、刊行物２の記載をもって、芝草などの光合

成をする植物の育成促進効果や老化防止効果が得ら

れることが当業者にとって技術常識になっていたと

認めることはできない。 

 刊行物７には、・・・（略）・・・、金属フタロ

シアニン自体が植物病原菌に対する防除作用を有す

るというよりは、金属フタロシニアンを添加した後

に微生物を接種して発酵させて得た有機質肥料が防

除効果を有することを主に開示しているにすぎず、

金属フタロシアニンが植物に直接作用して生理機能

を活性化することについては記載も示唆もないと認

められる。 

 刊行物８は、植物体を覆って、植物にあたる光の

波長を制御して植物の成長を抑制するための「フィ

ルム等の被覆材料」に関する文献で、従来、「被覆

材料」に添加していたフタロシアニン化合物の代わ

りに、より安価な金属フタロシアニン化合物を用い

るというものであるから、金属フタロシアニンを植

物に直接施用することは、記載も示唆もない。 

 

［検討］ 

 審決では、同じ材料（銅フタロシアニン）が、同

じ方法（対象物が芝草）で使用されていることから、

一応の相違点である機能（芝草の密度を改良）につ

いても当然に奏する効果であるとして進歩性が否定

されている。 

 審決の判断は、同じ材料を同じ方法で使用するの

であるから機能的な記載を考慮する必要のないこと

が前提になっている。この判断手法は物発明であれ

ば妥当であると思われる。一方、方法発明において

も物発明と同様の判断は可能であるが、方法発明で

は経時的な要素を含んでいることから、機能的な記

載がしばしば考慮される。 

 本件発明では、一応の相違点である機能とされた、

「芝草の密度」に関して改良することの有用性が有

効な発明特定事項として判断されている。 

 

≪実務上の指針≫ 

 上記のように、同じ材料、同じ方法であったとし

ても、その方法の対象物に及ぼす作用、機序を新た

に見出した場合には、その方法についての有用性が

認められて新規性、進歩性が認められる場合がある。 

 このような有用性は用途発明（物発明）の用途に

関する発明特定事項として捉えることができるが

（例えば、平成２５年（行ケ）第１０２２７号）、

方法発明の記載によれば、用途発明として差別化で

きないような場合にも、目的、課題に対する機序の

相違によって、作用、機能、効果を適切に表すこと

により、従来技術との差別を行うことができる場合

があるのではないかと思われる。 

 化学分野では用途（または機能）以外は同じ発明

特定事項を記載して特許出願する場合がある。物発

明としての特許性が厳しそうな場合には、方法発明

により出願、または方法発明を物発明と併記してお

くことを検討してもよいと思われる。 

以上 


